
【令和５年５月８日以降】 

 

高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症等発生報告フロー図 

 

 

 

   

２ 報告基準（第一報） 

次の基準を満たした（または満たす恐れがある）場合、所管の保健福祉事務所

へ電話等により第一報を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健所による感染対策指導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症患者の確認 

感染終息後、所管する保健福祉事務所に発生報告書（様式第４号）及び感染者名簿を提出する。 

 

保健所による感染対策指導が行われる場合、保健所の指示に従い随時報告等を

行う。 

３ 感染症が終息した場合 

① 新型コロナウイルス感染症又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者

が１週間に２名以上発生した場合 

② 新型コロナウイルス感染症患者又はそれが疑われる者が、ある時点におい

て１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

③ ①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る発生が疑

われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 

県北保健福祉事務所 保健福祉課 

Tel：024-534-4156 

Fax：024-534-4325 

mail：kenpoku.kourei@pref.fukushima.lg.jp 

 

県中保健福祉事務所 保健福祉課 

Tel：0248-75-7808 

Fax：0248-75-7824 

mail：koureisyasienti-mu@pref.fukushima.lg.jp 

 

県南保健福祉事務所 保健福祉課 

Tel：0248-22-5478 

Fax：0248-22-5451 

mail：kourei_kennan@pref.fukushima.lg.jp 

会津保健福祉事務所 保健福祉課 

Tel：0242-29-5272 

Fax：0242-29-5289 

mail：aidu_kourei@pref.fukushima.lg.jp 

 

南会津保健福祉事務所 保健福祉課 

Tel：0241-63-0305 

Fax：0241-62-1698 

mail：minamiaizu.hokenfukusi@pref.fukushima.lg.jp 

 

相双保健福祉事務所 保健福祉課 

Tel：0244-26-1133 

Fax：0244-26-1139 

mail：sousouhofuku_kourei@pref.fukushima.lg.jp 

４ 報告対象（最終報） 
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